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EP関連資料 

拡大審判部に付託されたコンピュータ実施シミュレーション発明の 

特許保護適格性に関し EPO長官がコメントを公表する（G1/19） 
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１．はじめに 
 

一般に、クレーム発明の特徴が技術的なものである場合、進歩性が判断されます。但し、たと

え上記特徴が非技術的なものであると判断される場合であっても、全体として得られる技術的効

果に寄与するものである場合には、上記特徴が技術的なものであると判断されます。このことに

関連する G1/19事件（"computer-simulated inventions"の特許保護適格性の有無に関する）にお

いて、拡大審判部へ付託された質問は、多数の利害関係者の注目を引く内容のものです。 

 

事実、拡大審判部に付託された質問事項に対して、既に、EPO は、多数の意見を受領してい

ます。これら受領した意見には、コンピュータ・シミュレーション発明の特許保護適格性に対す

る賛成意見および反対意見が含まれています。 

 

このような状況下で、2019年 9月 13日に、EPOは、拡大審判部に付託された上記質問に関

し、EPO長官（António Campinos氏）が、異例のコメントを提示しました。そして、このたび、

EPOは、EPO長官のコメントを公表しました。 

 

拡大審判部に付託された質問１～質問３と、これら質問のそれぞれに対する EPO長官のコメ

ントの内容とについて、以下に詳細に説明します。 

http://ipkitten.blogspot.com/search/label/G%201%2F19
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